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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月22日(2016.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顎関節の脱臼を防ぐために装着する顎関節脱臼防止具であって、
　伸縮可能な素材からなりオトガイの形状に沿って接触する顎受部と、
　伸縮可能な素材からなり該顎受部から上方に向かって頬に沿うように両側に延在し開口
を制限する方向に該顎受部を引き上げる牽引部と、
　該牽引部が該下顎を引き上げる牽引力を頭部全体で支える頭部包囲部とを備え、
　前記牽引部は、前記頭部包囲部に連結されている第1牽引部と、該顎受部に対する牽引
力が変更できるように該頭部包囲部に係留可能とされている第２牽引部とからなることを
特徴とする顎関節脱臼防止具。
【請求項２】
　前記頭部包囲部は頭部全体を覆っている請求項１に記載の顎関節脱臼防止具。
【請求項３】
　顎関節の脱臼を防ぐために装着する顎関節脱臼防止具であって、
　伸縮可能な素材からなりオトガイの形状に沿って接触する顎受部と、
　伸縮可能な素材からなり該顎受部から上方に向かって頬に沿うように両側に延在し開口
を制限する方向に該顎受部を引き上げる牽引部と、
　該牽引部が該下顎を引き上げる牽引力を頭部全体で支える頭部包囲部とを備え、
　前記頭部包囲部は頭部全体を覆っており、該頭部包囲部、前記牽引部及び前記顎受部は
単一の素材から構成された一枚の部材によって構成されていることを特徴とする顎関節脱
臼防止具。
【請求項４】
　前記顎受け部が下顎を引き上げる牽引力は２５０ｇ重以上３０００ｇ重以下である請求
項１乃至３のいずれか1項に記載の顎関節脱臼防止具。
【請求項５】
　前記頭部包囲部に接合され頭部の周縁を締め付ける頭部締付具が設けられている請求項
１乃至４のいずれか１項に記載の顎関節脱臼防止具。
【請求項６】
　前記顎受部は多層構造をなし、装着時に下顎に接触する部分は皮膚への局所の圧迫を避
けることができる程度の柔らかさの第１弾性体層からなり、装着時に下顎に接触しない部
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分には第1弾性体層よりも固い素材からなる第２弾性体層が設けられている請求項１乃至
５のいずれか1項に記載の顎関節脱臼防止具。
【請求項７】
　前記牽牽引部には装着時における下顎の牽引力が所定の値となるように調整できる調整
機構が設けられている請求項１乃至６のいずれか1項に記載の顎関節脱臼防止具。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　顎受部２は、前述した２層からなる素材が２枚重ねとなっており、装着者のオトガイの
形状に整合し、外側に縫い目がくるように立体縫製（すなわち、オトガイを包む形状とな
るように）されていて、縫製糸が装着者の皮膚に当たらないようになっている。また、オ
トガイの皮膚に接する面に、摩擦抵抗の大きい素材を接着したり、表面加工による滑り止
めを形成させたりすることが好ましい。２枚重ねの顎受部２における内側の素材は上方に
連続して第１牽引部３ａが両頬に沿って延在しており、牽引部３ａの上端は頭部包囲部４
の下端に縫い付けられている。また、顎受部２の外側の素材は上方に連続して第２牽引部
３ｂが延在しており、第２牽引部３ｂは両頬に沿って上方に延在し、面ファスナー５によ
って固定位置自在に頭部包囲部４ｂに固定されている。面ファスナー５には固定位置を確
認するための目盛５ａが刻まれている。また、顎受部２の下端には牽引力測定用のバネ秤
を引っ掛けるためのリング６が取り付けられている。なお、バネ秤の替りに、吊り秤やロ
ードセルを用いた電子式秤等を用いてもよい。
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